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【事案の概要】
１　特許庁における手続の経緯等

（１）　被告（独立行政法人日本学生支援機構）は、

平成17年３月11日、「国際学友会日本語学校」の
文字を横書きしてなり、指定役務を第41類「国
際交流を目的とした教育研修・講座の企画又は
運営、国際交流を目的とした教育研修・講座の
企画又は運営に関する情報の提供、国際交流を
目的とした研修施設の提供、国際交流を目的と
した研修施設の提供に関する情報の提供、国際
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交流を目的とした展示会の企画又は運営、国際
交流を目的とした展示会の企画又は運営に関す
る情報の提供、国際会議・セミナーの企画・運
営又は開催、国際教育交流関連会議の企画・運
営又は開催、国際文化交流・国際親善のための
セミナーの企画・運営又は開催、技芸・スポー
ツ又は知識の教授、生け花の教授、学習塾にお
ける教授、空手の教授、着物着付けの教授、剣
道の教授、高等学校における教育、語学の教授、
国家資格取得講座における教授、茶道の教授、
自動車運転の教授、柔道の教授、小学校におけ
る教育、水泳の教授、そろばんの教授、大学
における教授、中学校における教育、テニスの
教授、ピアノの教授、美容の教授、舞踊の教授、
簿記の教授、洋裁の教授、理容の教授、和裁の
教授、動物の調教、植物の供覧、動物の供覧、
図書及び記録の供覧、美術品の展示、庭園の供
覧、洞窟の供覧、電子出版物の提供、映画・演
芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、
映画の上映・制作又は配給、演芸の上演、演劇
の演出又は上演、音楽の演奏、放送番組の制作、
スポーツの興行の企画・運営又は開催、ゴルフ
の興行の企画・運営又は開催、サッカーの興行
の企画・運営又は開催、相撲の興行の企画・運
営又は開催、ボクシングの興行の企画・運営又
は開催、野球の興行の企画・運営又は開催、競
馬の企画・運営又は開催、競輪の企画・運営又
は開催、競艇の企画・運営又は開催、小型自動
車競走の企画・運営又は開催、当せん金付証票
の発売、通訳、翻訳、写真の撮影、音響用又は
映像用のスタジオの提供、運動施設の提供、ゴ
ルフ場の提供、スキー場の提供、スケート場の
提供、体育館の提供、テニス場の提供、プール
の提供、ボウリング場の提供、野球場の提供、
陸上競技場の提供、娯楽施設の提供、囲碁所又
は将棋所の提供、カラオケ施設の提供、スロッ
トマシン場の提供、ダンスホールの提供、ぱち
んこホールの提供、ビリヤード場の提供、マー
ジャン荘の提供、遊園地の提供、興行場の座席
の手配、運動用具の貸与、映画機械器具の貸与、
映写フィルムの貸与、おもちゃの貸与、楽器の
貸与、カメラの貸与、光学機械器具の貸与、テ
レビジョン受信機の貸与、図書の貸与、ラジオ
受信機の貸与、レコード又は録音済み磁気テー

プの貸与、録画済み磁気テープの貸与、遊園地
用機械器具の貸与、遊戯用器具の貸与」とする
商標（以下「本件商標」という。）につき、設定
の登録を受けた（商標登録第4844117号）。

（２）　原告（学校法人国際学友会）は、平成28年
９月14日、本件商標の指定役務中「国際交流を
目的とした教育研修・講座の企画又は運営、国
際交流を目的とした教育研修・講座の企画又は
運営に関する情報の提供、国際交流を目的とし
た研修施設の提供、国際交流を目的とした研修
施設の提供に関する情報の提供、国際交流を目
的とした展示会の企画又は運営、国際交流を目
的とした展示会の企画又は運営に関する情報
の提供、国際会議・セミナーの企画・運営又
は開催、国際教育交流関連会議の企画・運営又
は開催、国際文化交流・国際親善のためのセミ
ナーの企画・運営又は開催、技芸・スポーツ又
は知識の教授、生け花の教授、学習塾における
教授、空手の教授、着物着付けの教授、剣道の
教授、高等学校における教育、語学の教授、国
家資格取得講座における教授、茶道の教授、自
動車運転の教授、柔道の教授、小学校における
教育、水泳の教授、そろばんの教授、大学にお
ける教授、中学校における教育、テニスの教授、
ピアノの教授、美容の教授、舞踊の教授、簿記
の教授、洋裁の教授、理容の教授、和裁の教授、
電子出版物の提供」についての不使用を理由と
して、商標法50条１項に基づき、商標登録の取
消しを求める審判を請求し、同月28日、同審判
の請求が登録された（取消2016－300636号）。

特許庁は、上記請求について審理した上、平
成30年２月16日、「本件審判の請求は、成り立
たない。」との審決をし、その謄本は、同月26日、
原告に送達された。

（３）　原告は、平成30年３月26日、審決の取消し
を求めて、本件訴訟を提起した。

２　審決の理由
審決の理由は、別紙審決書の写しに記載のとお

りであるところ、その要旨は、次のとおりである。
被告は、平成26年12月11日、平成27年10月13日

及び平成28年１月８日の各時点において、自ら開
設したウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」
という。）に「（旧　国際学友会日本語学校）」（以


